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地上デジタルテレビ放送の区域外再送信に係る長野２社の法令違反に関する 

お知らせ（続報） 

 

 

弊連盟会員であるエルシーブイ株式会社と株式会社テレビ松本ケーブルビジョン

の法令違反に関しまして平成２０年１２月２日理事長職務権限に基づく処分を行い、

同年１２月２２日付け「ご報告とお詫び」によりお知らせいたしました。 

これに追加して、理事長代行専務理事石橋庸敏から月額報酬の３０%を３か月間自

主的に返上したい旨の申し出があり、本日開催の理事会にてこれを承認、決定いた

しました。 

また、エルシーブイ株式会社は平成２０年１２月２日の弊連盟からの退会勧告に基

づき同年１２月１１日退会申し出を文書にて提出してまいりました。弊連盟では同社か

らの退会申し出につき、本日の理事会にて平成２１年３月３１日をもって弊連盟を退

会することを承認、決定いたしました。 

以上、お知らせいたします。 

 

以上 
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